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【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券に係るファンドの名称】

ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券の金額】

10兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成30年３月７日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について

購入単位・換金単位の小口化に伴う所要の変更を行うため、本訂正届出書を提出します。

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい

る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
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第一部【証券情報】

（６）【申込単位】

＜訂正前＞

５万口の整数倍で販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

＜訂正後＞

１万口の整数倍で販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。
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第二部【ファンド情報】

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

＜訂正前＞

①申込みの受付

原則、取得申込受付日の前営業日の午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る

販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、

販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合がありま

す。詳しくは販売会社にご確認ください。

ただし、以下の日は申込みができません。

１．ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の

休業日、ロンドンの銀行の休業日

２．毎月の最初の営業日から起算して３営業日以内

３．毎月の最終営業日の４営業日前から起算して５営業日以内

４．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業

日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）

５．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間

６．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある

と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき

なお、委託会社は、２．から６．に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動

向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に

おける申込みについては、申込みの受付を行うことができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

 

②申込単位

５万口の整数倍で販売会社が定める単位

 

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

 

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

 

⑤申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル　0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/

 

⑥申込手数料

販売会社が定める額

申込手数料は販売会社にご確認ください。

 

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
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取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと

します。

 

⑧取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定

める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な

い事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの

受付を取り消すことがあります。

ファンドの規模等を勘案し、１日当たり100億円に相当する口数を超える取得申込みを受け付

けない場合があります。なお、上限については、ファンドの規模等により、委託会社の判断で

変更することがありますので、販売会社にご確認ください。

 

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

＜訂正後＞

①申込みの受付

原則、取得申込受付日の前営業日の午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る

販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、

販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合がありま

す。詳しくは販売会社にご確認ください。

ただし、以下の日は申込みができません。

１．ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の

休業日、ロンドンの銀行の休業日

２．毎月の最初の営業日から起算して３営業日以内

３．毎月の最終営業日の４営業日前から起算して５営業日以内

４．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業

日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）

５．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間

６．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある

と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき

なお、委託会社は、２．から６．に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動

向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に

おける申込みについては、申込みの受付を行うことができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

 

②申込単位

１万口の整数倍で販売会社が定める単位

 

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

 

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

 

⑤申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル　0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
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⑥申込手数料

販売会社が定める額

申込手数料は販売会社にご確認ください。

 

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと

します。

 

⑧取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定

める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な

い事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの

受付を取り消すことがあります。

ファンドの規模等を勘案し、１日当たり100億円に相当する口数を超える取得申込みを受け付

けない場合があります。なお、上限については、ファンドの規模等により、委託会社の判断で

変更することがありますので、販売会社にご確認ください。

 

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

２【換金（解約）手続等】

＜訂正前＞

①解約の受付

解約請求の翌営業日を受付日として、受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができ

ます。原則、解約請求受付日の前営業日の午後３時までに受け付けた解約請求（当該解約請求

の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該解約請求受付日の請求としま

す。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合

があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

１．ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の

休業日、ロンドンの銀行の休業日

２．毎月の最初の営業日から起算して３営業日以内

３．毎月の最終営業日の２営業日前から起算して３営業日以内

４．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業

日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）

５．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間

６．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある

と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき

なお、委託会社は、２．から６．に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動

向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に

おける解約請求については、解約請求の受付を行うことができます。

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ

れます。

 

②解約単位

５万口の整数倍で販売会社が定める単位

 

③解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

 

④信託財産留保額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％をかけた額
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⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

 

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル　0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

 

⑦支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い

ます。

 

⑧解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、

信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その

他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解

約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日

の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付

中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

ファンドが実質的な運用を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・

運用規模等を勘案し、委託会社の判断により、大口の解約請求に制限
※
を設ける場合がありま

す。
※当該マザーファンドの純資産総額の10％程度を大口の解約請求の制限の目安とします。

 

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

＜訂正後＞

①解約の受付

解約請求の翌営業日を受付日として、受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができ

ます。原則、解約請求受付日の前営業日の午後３時までに受け付けた解約請求（当該解約請求

の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該解約請求受付日の請求としま

す。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合

があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

１．ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の

休業日、ロンドンの銀行の休業日

２．毎月の最初の営業日から起算して３営業日以内

３．毎月の最終営業日の２営業日前から起算して３営業日以内

４．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業

日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）

５．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間

６．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある

と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき

なお、委託会社は、２．から６．に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動

向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に

おける解約請求については、解約請求の受付を行うことができます。

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ

れます。
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②解約単位

１万口の整数倍で販売会社が定める単位

 

③解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

 

④信託財産留保額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％をかけた額

 

⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

 

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル　0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

 

⑦支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い

ます。

 

⑧解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、

信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その

他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解

約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日

の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付

中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

ファンドが実質的な運用を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・

運用規模等を勘案し、委託会社の判断により、大口の解約請求に制限
※
を設ける場合がありま

す。
※当該マザーファンドの純資産総額の10％程度を大口の解約請求の制限の目安とします。

 

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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